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受験資格要件及び添付書類 

次の１または２の要援護者への対人援助業務に従事した期間が、通算して５年以上かつ 

実勤務日数が９００日以上ある者 

１．保健・医療・福祉に関する以下の法定資格に基づく業務 

※法定資格取得後（登録日）から試験前日までの実務経験を算入できます。 

※要援護者に対する直接的な対人業務ではない期間は実務経験には含まれません。 

(例．医師の研究職、栄養士の献立作成・調理業務、教員、営業、事務 等) 
資格コー
ド 

国家資格 対象者および業務内容 根拠法令 

1001 医師 
医師として医療及び保健指導を掌ることによって、
公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健
康な生活を確保する業務に従事する者 

医師法 

1002 歯科医師 
歯科医師として歯科医療及び保健指導を掌ることに
よって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって
国民の健康な生活を確保する業務に従事する者 

歯科医師法 

1003 薬剤師 

薬剤師として調剤、医薬品の供給その他薬事衛生を
掌ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与
し、もって国民の健康な生活を確保する業務に従事
する者 

薬剤師法 

1004 保健師 
保健師として厚生労働大臣の免許を受けて、保健師
の名称を用いて、保健指導に従事する者 

保健師助産師
看護師法 

1005 助産師 
助産師として厚生労働大臣の免許を受けて、助産又
は妊婦、じょく婦もしくは新生児の保健指導に従事
する者 

1006 看護師 
看護師として厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者
もしくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の
補助に従事する者 

1007 准看護師 

准看護師として都道府県知事の免許を受けて、医
師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、傷病者も
しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補
助に従事する者 

1008 理学療法士 

理学療法士として厚生労働大臣の免許を受けて、理
学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学
療法に従事する者 
※理学療法：身体に障害のある者に対し、主として
その基本的動作能力の回復を図る為、治療体操その
他の運動を行わせ、及び電気刺激、マッサージ、温
熱その他の物理的手段を加えること 

理学療法士及
び作業療法士
法 
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振込金受取書・利用明細等貼付欄

※事務局使用欄

過去受験票貼付欄

受験番号・
受験時氏名 00000　茨城　太郎

受験票の原本を貼付（受験票側を表面にする）
（令和6年度、令和7年度茨城県受験のみ有効）

受験票を貼付した場合、実務経験証明書の提出は不要です。

※資格証等の写しは必要です

紛失してしまった方は以下に○をつけ、
受験当時の受験番号と氏名を記入してください。

受験年度 令和6年 令和7年

様式第１号-2

の
　
り
　
し
　
ろ

受験手数料９,４００円を振り込み

｢振込金受取書｣「利用明細書」等を

のり付けで貼付してください。

コピー不可

残高部分は黒塗りしてください。

記 入 例
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振込金受取書・利用明細等貼付欄

※事務局使用欄

過去受験票貼付欄

受験番号・
受験時氏名

受験票の原本を貼付（受験票側を表面にする）
（令和6年度、令和7年度茨城県受験のみ有効）

受験票を貼付した場合、実務経験証明書の提出は不要です。

※資格証等の写しは必要です

紛失してしまった方は以下に○をつけ、
受験当時の受験番号と氏名を記入してください。

受験年度 令和6年 令和7年

様式第１号-2

の
　
り
　
し
　
ろ

受験手数料９，４００円を振り込み

｢振込金受取書｣「利用明細書」等を

のり付けで貼付してください。

コピー不可

残高部分は黒塗りしてください。
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